
 

 

参考資料３ 

〇高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）（抜粋） 

 

(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画) 

 (都道府県医療費適正化計画) 

第九条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、

当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正

化計画」という。)を定めるものとする。 

２ 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のため

に達成すべき目標に関する事項 

二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のた

めに達成すべき目標に関する事項 

三 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込ま

れる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項 

四 前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保

持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果

を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に

要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目

標」という。)に関する事項 

３ 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府

県における次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 前項第一号及び第二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関す

る事項 

二 前項第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、

医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項 

三 当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項 

四 計画の達成状況の評価に関する事項 

４ 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当た

つては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの

構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた

医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。 



５ 都道府県は、第三項第三号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の

都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものと

する。 

６ 都道府県医療費適正化計画は、医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都

道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進

計画と調和が保たれたものでなければならない。 

７ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係市町村及び第百五十七条の二第一項の保険者協議会(第十項及び

第十二条第一項において「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。 

８ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 

９ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づ

く施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、

医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。 

10 都道府県が、前項の規定により保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協

力を求める場合においては、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。 

(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・令五法三一・一部改正) 

(厚生労働大臣の助言) 

第十条 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その

他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすること

ができる。 

(平一八法八三・全改) 

(計画の進捗状況の公表等) 

第十一条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年四月一日から翌

年三月三十一日までをいう。以下同じ。)(次項の規定による結果の公表及び次条第一項

の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表す

るよう努めるものとする。 

２ 都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で

定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(以下この項及び第四項におい

て「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当

該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努



めるものとする。 

３ 都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つ

たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよ

う努めるものとする。 

４ 都道府県は、計画期間において、第九条第二項第一号及び第二号の目標を達成できな

いと認める場合又は当該都道府県における医療に要する費用が都道府県の医療に要する

費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因

の解消に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力し

て必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項の規定による結果

の公表及び次条第三項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、全国医療費適正化計画の

進捗状況を公表するものとする。 

６ 厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で

定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間(以下この項及び次項において「計

画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国

医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。 

７ 厚生労働大臣は、計画期間において、第八条第四項第一号及び第二号の目標を達成で

きないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目標を

著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向け

て、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策

を講ずるものとする。 

(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・令五法三一・一部改正) 

(計画の実績に関する評価) 

第十二条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画

の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策

の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関

する評価を行うものとする。 

２ 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その

結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間

の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施



状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告

を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計

画の実績に関する評価を行うものとする。 

４ 厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。 

(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・令五法三一・一部改正) 

 (平一八法八三・全改、平二七法三一・令五法三一・一部改正) 

 


